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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数番組の同時録画に対応可能な第１の番組記憶部が録画先に指定されたことを示す第
１の録画先情報を含む第１の録画予約情報、及び複数番組の同時録画に対応不能な第２の
番組記憶部が録画先に指定されたことを示す第２の録画先情報を含む第２の録画予約情報
のうちの少なくとも一方を録画予約リストへ登録する登録手段と、
　前記第１の録画予約情報の録画時間帯には追加録画予約が設定可能なことを示す第１の
録画予約状態を表示し、前記第２の録画予約情報の録画時間帯には追加録画予約が設定不
能なことを示す第２の録画予約状態を表示するための表示情報を出力する表示情報出力手
段と、
　放送局からの信号を選択するための複数の選局手段と、
　前記録画予約リストを参照し１又は複数の選局手段により１又は複数の放送局からの各
信号に基づき１又は複数の番組を前記第１又は第２の番組記憶部に対して録画する録画手
段と、を備え、
　前記表示情報出力手段は、複数本の録画予約バーを表示するための複数レーンを表示し
、前記第１の録画予約情報に対応した１本の録画予約バーをこの第１の録画予約情報の録
画時間帯に対応した１レーン上に設定して前記第１の録画予約状態を表示し、前記第２の
録画予約情報に対応した１本の録画予約バーをこの第２の録画予約情報の録画時間帯に対
応した複数レーンを跨いで設定して前記第２の録画予約状態を表示するための前記表示情
報を出力することを特徴とする番組録画装置。
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【請求項２】
　前記表示情報出力手段は、前記第１の録画予約情報の録画時間帯には録画予約が設定さ
れていること及び追加録画予約が設定可能なことを示す前記第１の録画予約状態を表示し
、前記第２の録画予約情報の録画時間帯には録画予約が設定されていること及び追加録画
予約が設定不能なことを示す前記第２の録画予約状態を表示するための前記表示情報を出
力することを特徴とする請求項１に記載の番組録画装置。
【請求項３】
　前記表示情報出力手段は、前記第１及び第２の録画予約状態が対応付けられた番組ガイ
ドを表示するための前記表示情報を出力することを特徴とする請求項１に記載の番組録画
装置。
【請求項４】
　前記表示情報出力手段は、複数の第１の録画予約情報の録画時間帯の重複に基づき、こ
れら複数の第１の録画予約情報に対応した複数本の録画予約バーをこれら複数の第１の録
画予約情報の録画時間帯に対応した複数レーン上の夫々に設定して複数の第１の録画予約
状態を表示するための前記表示情報を出力することを特徴とする請求項１に記載の番組録
画装置。
【請求項５】
　複数番組の同時録画に対応可能な第１の番組記憶部が録画先に指定されたことを示す第
１の録画先情報を含む第１の録画予約情報、及び複数番組の同時録画に対応不能な第２の
番組記憶部が録画先に指定されたことを示す第２の録画先情報を含む第２の録画予約情報
のうちの少なくとも一方を録画予約リストへ登録し、
　複数本の録画予約バーを表示するための複数レーンを表示し、
　前記第１の録画予約情報に対応した１本の録画予約バーをこの第１の録画予約情報の録
画時間帯に対応した１レーン上に設定して前記第１の録画予約情報の録画時間帯には追加
録画予約が設定可能なことを示す第１の録画予約状態を表示し、前記第２の録画予約情報
に対応した１本の録画予約バーをこの第２の録画予約情報の録画時間帯に対応した複数レ
ーンを跨いで設定して前記第２の録画予約情報の録画時間帯には追加録画予約が設定不能
なことを示す第２の録画予約状態を表示するための表示情報を出力する、
　ことを特徴とする録画予約情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画予約情報に基づき番組を録画する番組録画装置に関する。また、本発明
は、録画予約情報を表示する録画予約情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　既に、ＤＶＤ又はＨＤＤ等に対して番組を録画するレコーダが普及している。さらに、
複数チューナを搭載し、複数番組を同時に録画することが可能なレコーダも登場している
。また、近年では、番組を録画することが可能なデジタルテレビジョン放送受信装置も登
場している。このようなデジタルテレビジョン放送受信装置は、内蔵のＨＤＤ又は外付け
のＨＤＤに番組を録画する。
【０００３】
　上記したレコーダは、ＥＰＧ（電子番組ガイド）を表示するための表示情報を出力し、
ユーザの録画番組選択操作に対応して、選択された番組の録画予約情報を録画予約リスト
へ登録し、録画予約リストを参照し録画を実行する。また、上記したデジタルテレビジョ
ン放送受信装置は、ＥＰＧを表示し、ユーザの録画番組選択操作に対応して、選択された
番組の録画予約情報を録画予約リストへ登録し、録画予約リストを参照し録画を実行する
。
【０００４】
　上記において、重複録画可能なレコーダの登場について言及したが、重複録画可能とは
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言え、搭載されるチューナの数には限りがあり、従って重複録画可能な番組数にも限りが
ある。例えば、地上アナログ放送用のチューナを一つ搭載し、地上デジタル放送用のチュ
ーナを二つ搭載した録画機器を想定する。このような録画機器は、例えば、同一時間帯に
おいて地上デジタル放送を２番組まで同時に録画することができ、また同一時間帯におい
て地上アナログ放送の１番組と地上デジタル放送の１番組の合計２番組を同時に録画する
こともできる。しかしながら、このような録画機器は、同一時間帯において地上アナログ
放送を２番組まで同時に録画することはできない。
【０００５】
　ユーザは、録画機器のチューナ構成を知り、同一時間帯にどのような番組が同時に録画
できて、どのような番組が同時に録画できないのか意識しなければならず、機器に詳しく
ないユーザは混乱することもあり得る。
【０００６】
　そこで、登録予約情報と、登録予約情報に基づいて各時間帯の利用可能チューナ数又は
／及び重複予約数とをＥＰＧ情報にマッピングする技術が開示されている（特許文献１参
照）。また、予約状況に従って、各時刻に応じた録画バー表示部に録画予約の有無を示す
録画予約バーを表示する技術が開示されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１１０５５９号公報（図２２、図２４参照）
【特許文献２】特開２００４－２２８８４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献１、２に開示された技術は、重複予約状況等を比較的簡単に把握すること
ができる。
【０００９】
　ところが、録画機器の中には、拡張性に優れた録画機器も登場している。このような拡
張性に優れた録画機器は、内蔵ＨＤＤだけでなく、外部接続されたＨＤＤ等にも番組を録
画することができる。この場合、内蔵ＨＤＤが複数番組の同時録画に対応していても、外
部接続されたＨＤＤ等が複数番組の同時録画に対応できない場合がある。
【００１０】
　例えば、外部接続されたＨＤＤ（同時録画非対応機器）が録画先に指定されてしまうと
、この外部接続されたＨＤＤに対して番組が録画されている間は、外部接続されたＨＤＤ
に対して他の番組を同時に録画することはできないし、また内蔵ＨＤＤ（同時録画対応機
器）に対しても他の番組を同時に録画することはできない。
【００１１】
　上記特許文献１、２には、このような録画先指定条件を反映した録画予約状況をユーザ
に分かり易く通知する技術は開示されていない。つまり、同時録画非対応機器が選択され
た時間帯には、もうこれ以上録画予約を追加することはできない旨をユーザに分かり易く
通知する技術は開示されていない。
【００１２】
　本発明の目的は、同時録画対応機器と同時録画非対応機器とが選択的に使用可能な録画
環境において、さらに録画予約を追加できるか否かを分かり易く通知することが可能な番
組録画装置及び録画予約情報表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一実施形態に係る番組録画装置は、複数番組の同時録画に対応可能な第１の番
組記憶部が録画先に指定されたことを示す第１の録画先情報を含む第１の録画予約情報、
及び複数番組の同時録画に対応不能な第２の番組記憶部が録画先に指定されたことを示す
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第２の録画先情報を含む第２の録画予約情報のうちの少なくとも一方を録画予約リストへ
登録する登録手段と、前記第１の録画予約情報の録画時間帯には追加録画予約が設定可能
なことを示す第１の録画予約状態を表示し、前記第２の録画予約情報の録画時間帯には追
加録画予約が設定不能なことを示す第２の録画予約状態を表示するための表示情報を出力
する表示情報出力手段と、放送局からの信号を選択するための複数の選局手段と、前記録
画予約リストを参照し１又は複数の選局手段により１又は複数の放送局からの各信号に基
づき１又は複数の番組を前記第１又は第２の番組記憶部に対して録画する録画手段と、を
備えている。
【００１４】
　本発明の一実施形態に係る録画予約情報表示方法は、複数番組の同時録画に対応可能な
第１の番組記憶部が録画先に指定されたことを示す第１の録画先情報を含む第１の録画予
約情報、及び複数番組の同時録画に対応不能な第２の番組記憶部が録画先に指定されたこ
とを示す第２の録画先情報を含む第２の録画予約情報のうちの少なくとも一方を録画予約
リストへ登録し、前記第１の録画予約情報の録画時間帯には追加録画予約が設定可能なこ
とを示す第１の録画予約状態を表示し、前記第２の録画予約情報の録画時間帯には追加録
画予約が設定不能なことを示す第２の録画予約状態を表示するための表示情報を出力する
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、同時録画対応機器と同時録画非対応機器とが選択的に使用可能な録画
環境において、さらに録画予約を追加できるか否かを分かり易く通知することが可能な番
組録画装置及び録画予約情報表示方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信装置（番組録画装置）
の概略構成を示す図である。
【図２】デジタルテレビジョン放送受信装置による、録画予約情報の取り消しを伴う録画
予約を説明するためのフローチャートである。
【図３】デジタルテレビジョン放送受信装置による番組ガイドの表示例を示す図である。
【図４】デジタルテレビジョン放送受信装置による番組ガイド上の録画予約バーの表示例
を示す図である。
【図５】デジタルテレビジョン放送受信装置による番組ガイド上の録画予約バーの表示例
を示す図である。
【図６】デジタルテレビジョン放送受信装置による番組ガイド上の録画予約バーの表示例
を示す図である。
【図７】デジタルテレビジョン放送受信装置による番組ガイド上の録画予約バーの表示例
を示す図である。
【図８】デジタルテレビジョン放送受信装置による番組ガイド上の録画予約バーの表示例
を示す図である。
【図９】デジタルテレビジョン放送受信装置による、これから録画予約しようとする番組
の録画予約情報と、この番組に対して重複した重複録画予約情報とを区別した表示例を示
す図である。
【図１０】デジタルテレビジョン放送受信装置による、取消候補指定に基づきこれから録
画予約しようとする番組が録画可能になったか否かの表示例を示す図である。
【図１１】最小数の取消候補の抽出を説明するための図であって、設定済みの録画予約バ
ーとこれらから録画予約しようとする番組に対応した録画予約バーとの関係の一例を示す
図である。
【図１２】最小数の取消候補の抽出を説明するための図であって、設定済みの録画予約バ
ーとこれらから録画予約しようとする番組に対応した録画予約バーとの関係の一例を示す
図である。
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【図１３】最小数の取消候補の抽出を説明するための図であって、設定済みの録画予約バ
ーとこれらから録画予約しようとする番組に対応した録画予約バーとの関係の一例を示す
図である。
【図１４】最小数の取消候補の抽出を説明するための図であって、設定済みの録画予約バ
ーとこれらから録画予約しようとする番組に対応した録画予約バーとの関係の一例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照し、本発明の実施形態について説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信装置（番組録画装置
）の概略構成を示す図である。本実施形態では、デジタルテレビジョン放送受信装置によ
る録画予約について説明するが、本実施形態で説明する録画予約はＨＤＤレコーダ及びＤ
ＶＤレコーダなどの録画機器にも適用できる。デジタルテレビジョン放送受信装置は、Ｅ
ＰＧ及び録画予約情報などを表示する映像表示器を備えるが、ＨＤＤレコーダ及びＤＶＤ
レコーダは、ＥＰＧ及び録画予約情報を表示部へ表示するための表示情報を出力する表示
情報出力部を備える。以下に説明するデジタルテレビジョン放送受信装置の映像表示器を
表示情報出力部と読み替えることにより、本実施形態で説明する録画予約をＨＤＤレコー
ダ及びＤＶＤレコーダにも適用できる。
【００１９】
　図１は、上記したデジタルテレビジョン放送受信装置１００の主要な信号処理系を示し
ている。すなわち、ＢＳ／ＣＳデジタル放送受信用のアンテナ４７で受信した衛星デジタ
ルテレビジョン放送信号は、入力端子４８を介して衛星デジタル放送用のチューナ４９ａ
、４９ｂに供給されることにより、所望のチャンネルの放送信号が選局される。なお、デ
ジタルテレビジョン放送受信装置１００は、衛星デジタル放送用のチューナ４９ａ、４９
ｂを備えることにより、最大２チャンネルの衛星デジタル放送信号を同時に選局すること
ができる。本実施形態では、デジタルテレビジョン放送受信装置１００が、衛星デジタル
放送用のチューナを二つ備えるケースについて説明するが、衛星デジタル放送用のチュー
ナを三つ以上備える構成としてもよい。
【００２０】
　そして、このチューナ４９ａ、４９ｂで選局された放送信号は、ＰＳＫ（phase shift 
keying）復調モジュール５０ａ、５０ｂに供給されて、デジタルの映像信号及び音声信号
に復調された後、信号処理モジュール５１に出力される。
【００２１】
　また、地上波放送受信用のアンテナ５２で受信した地上デジタルテレビジョン放送信号
は、入力端子５３を介して地上デジタル放送用のチューナ５４ａ、５４ｂに供給されるこ
とにより、所望のチャンネルの放送信号が選局される。なお、デジタルテレビジョン放送
受信装置１００は、地上デジタル放送用のチューナ５４ａ、５４ｂを備えることにより、
最大２チャンネルの地上デジタル放送信号を同時に選局することができる。本実施形態で
は、デジタルテレビジョン放送受信装置１００が、地上デジタル放送用のチューナを二つ
備えるケースについて説明するが、地上デジタル放送用のチューナを三つ以上備える構成
としてもよい。
【００２２】
　そして、このチューナ５４ａ、５４ｂで選局された放送信号は、ＯＦＤＭ（orthogonal
 frequency division multiplexing）復調モジュール５５に供給されて、デジタルの映像
信号及び音声信号に復調された後、上記信号処理モジュール５１に出力される。
【００２３】
　また、上記地上波放送受信用のアンテナ５２で受信した地上アナログテレビジョン放送
信号は、入力端子５３を介して地上アナログ放送用のチューナ５６に供給されることによ
り、所望のチャンネルの放送信号が選局される。そして、このチューナ５６で選局された
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放送信号は、アナログ復調モジュール５７に供給されてアナログの映像信号及び音声信号
に復調された後、上記信号処理モジュール５１に出力される。
【００２４】
　ここで、上記信号処理モジュール５１は、ＰＳＫ復調モジュール５０及びＯＦＤＭ復調
モジュール５５からそれぞれ供給されたデジタルの映像信号及び音声信号に対して、選択
的に所定のデジタル信号処理を施し、グラフィック処理モジュール５８及び音声処理モジ
ュール５９に出力している。
【００２５】
　また、上記信号処理モジュール５１には、複数（図示の場合は４つ）の入力端子６０ａ
，６０ｂ，６０ｃ，６０ｄが接続されている。これら入力端子６０ａ～６０ｄは、それぞ
れ、アナログの映像信号及び音声信号を、デジタルテレビジョン放送受信装置１００の外
部から入力可能とするものである。
【００２６】
　そして、この信号処理モジュール５１は、上記アナログ復調モジュール５７及び各入力
端子６０ａ～６０ｄからそれぞれ供給されたアナログの映像信号及び音声信号を選択的に
デジタル化し、そのデジタル化された映像信号及び音声信号に対して所定のデジタル信号
処理を施した後、グラフィック処理モジュール５８及び音声処理モジュール５９に出力し
ている。
【００２７】
　このうち、グラフィック処理モジュール５８は、信号処理モジュール５１から供給され
るデジタルの映像信号に、ＯＳＤ（on screen display）信号生成モジュール６１で生成
されるＯＳＤ信号を重畳して出力する機能を有する。このグラフィック処理モジュール５
８は、信号処理モジュール５１の出力映像信号と、ＯＳＤ信号生成モジュール６１の出力
ＯＳＤ信号とを選択的に出力すること、また、両出力をそれぞれ画面の半分を構成するよ
うに組み合わせて出力することができる。
【００２８】
　そして、グラフィック処理モジュール５８から出力されたデジタルの映像信号は、映像
処理モジュール６２に供給される。映像処理モジュール６２により処理された映像信号は
、映像表示器１４に供給され、また出力端子６３にも供給される。映像表示器１４は、映
像信号に基づく映像を表示し、出力端子６３に対して外部機器が接続されると、出力端子
６３に供給された映像信号は、外部機器へ入力される。
【００２９】
　また、上記音声処理モジュール５９は、入力されたデジタルの音声信号を、前記スピー
カ１５で再生可能なフォーマットのアナログ音声信号に変換した後、スピーカ１５に出力
して音声再生させるとともに、出力端子６４を介して外部に導出させる。
【００３０】
　ここで、このデジタルテレビジョン受像機１００は、上記した各種の受信動作を含むそ
の全ての動作を制御モジュール６５によって統括的に制御されている。この制御モジュー
ル６５は、ＣＰＵ（central processing unit）等を内蔵しており、前記操作モジュール
１６からの操作情報、または、前記リモートコントローラ１７から送出され受光モジュー
ル１８を介して受信した操作情報を受けて、その操作内容が反映されるように各モジュー
ルをそれぞれ制御している。
【００３１】
　この場合、制御モジュール６５は、主として、そのＣＰＵが実行する制御プログラムを
格納したＲＯＭ（read only memory）６６と、該ＣＰＵに作業エリアを提供するＲＡＭ（
random access memory）６７と、各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メ
モリ６８とを利用している。
【００３２】
　また、この制御モジュール６５は、カードＩ／Ｆ（interface）６９を介して、第１の
メモリカード１９が装着可能なカードホルダ７０に接続されている。これによって、制御
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モジュール６５は、カードホルダ７０に装着された第１のメモリカード１９と、カードＩ
／Ｆ６９を介して情報伝送を行なうことができる。
【００３３】
　また、この制御モジュール６５は、カードＩ／Ｆ（interface）７１を介して、第２の
メモリカード２０が装着可能なカードホルダ７２に接続されている。これによって、制御
モジュール６５は、カードホルダ７２に装着された第２のメモリカード２０と、カードＩ
／Ｆ７１を介して情報伝送を行なうことができる。
【００３４】
　また、上記制御モジュール６５は、通信Ｉ／Ｆ７３を介してＬＡＮ端子２１と接続され
ている。これにより、制御モジュール６５は、ＬＡＮ端子２１に接続されたＬＡＮ対応機
器と、通信Ｉ／Ｆ７３を介して情報伝送を行なうことができる。この場合、制御モジュー
ル６５は、ＤＨＣＰ（dynamic host configuration protocol）サーバ機能を有し、ＬＡ
Ｎ端子２１に接続されたＬＡＮ対応機器にＩＰ（internet protocol）アドレスを割り当
てて制御している。ＬＡＮ対応機器としては、例えばＮＡＳ（Network Attached Storage
）１０３が挙げられる。
【００３５】
　さらに、上記制御モジュール６５は、第１のＨＤＭＩ Ｉ／Ｆ７４を介して第１のＨＤ
ＭＩ端子２２と接続されている。これにより、制御モジュール６５は、第１のＨＤＭＩ端
子２２に接続されたＨＤＭＩ対応機器と、第１のＨＤＭＩ Ｉ／Ｆ７４を介して情報伝送
を行なうことができる。また、上記制御モジュール６５は、第２のＨＤＭＩ Ｉ／Ｆ７５
を介して第２のＨＤＭＩ端子２３と接続されている。これにより、制御モジュール６５は
、第２のＨＤＭＩ端子２３に接続されたＨＤＭＩ対応機器と、第２のＨＤＭＩ Ｉ／Ｆ７
５を介して情報伝送を行なうことができる。
【００３６】
　そして、上記制御モジュール６５は、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ７６を介して前記ＵＳＢ端子２４
と接続されている。これにより、制御モジュール６５は、ＵＳＢ端子２４に接続されたＵ
ＳＢ対応機器と、ＵＳＢ Ｉ／Ｆ７６を介して情報伝送を行なうことができる。ＵＳＢ対
応機器としては、例えばＵＳＢ－ＨＤＤ１０２が挙げられる。
【００３７】
　さらに、上記制御モジュール６５は、ｉ．Ｌｉｎｋ Ｉ／Ｆ７７を介してｉ．Ｌｉｎｋ
端子２５と接続されている。これにより、制御モジュール６５は、ｉ．Ｌｉｎｋ端子２５
に接続されたｉ．Ｌｉｎｋ対応機器と、ｉ．Ｌｉｎｋ Ｉ／Ｆ７７を介して情報伝送を行
なうことができる。ｉ．Ｌｉｎｋ対応機器としては、ｉ．Ｌｉｎｋ－ＨＤＤ１０４が挙げ
られる。
【００３８】
　さらに、上記制御モジュール６５は、不揮発性メモリ６８に記憶された録画予約リスト
に含まれた各録画予約情報を参照し、録画動作を制御する。録画先としては、例えば内蔵
ＨＤＤ１０１、ＵＳＢ－ＨＤＤ１０２、ＮＡＳ１０３、ｉ．ＬＩＮＫ－ＨＤＤ１０４が挙
げられる。
【００３９】
　内蔵ＨＤＤ１０１及びＵＳＢ－ＨＤＤ１０２は、機器の特性上、最大ｎ個（本実施形態
の場合はｎ＝２である）の番組の同時録画に対応可能であり、内蔵ＨＤＤ１０１及びＵＳ
Ｂ－ＨＤＤ１０２を第１の番組記憶モジュールと定義する。一方のＮＡＳ１０３、ｉ．Ｌ
ＩＮＫ－ＨＤＤ１０４は、機器の特性上、最大ｎ個の番組の同時録画に対応不能（同時録
画には対応不能）であり、１番組ずつの録画しかできない。ＮＡＳ１０３、ｉ．ＬＩＮＫ
－ＨＤＤ１０４を第２の番組記憶モジュールと定義する。
【００４０】
　従って、番組Ｐ１と番組Ｐ２を同時に録画するためには、以下のように番組Ｐ１の録画
先と番組Ｐ２の録画先とを組み合わせる必要がある。
【００４１】



(8) JP 4489138 B1 2010.6.23

10

20

30

40

50

１．番組Ｐ１→内蔵ＨＤＤ１０１／番組Ｐ２→内蔵ＨＤＤ１０１
２．番組Ｐ１→内蔵ＨＤＤ１０１／番組Ｐ２→ＵＳＢ－ＨＤＤ１０２
３．番組Ｐ１→ＵＳＢ－ＨＤＤ１０２／番組Ｐ２→ＵＳＢ－ＨＤＤ１０２
　続いて、制御モジュール６５の録画制御に基づく録画予約の一例について説明する。例
えば、録画予約リストに登録された録画予約情報Ｒ１と録画予約情報Ｒ２とに基づく録画
予約について説明する。例えば、録画予約情報Ｒ１は、地上デジタル放送の１チャンネル
の９：００～１０：００の番組Ｐ１を内蔵ＨＤＤ１０１へ録画する旨の情報を含む。また
、録画予約情報Ｒ２は、地上デジタル放送の３チャンネルの９：００～１０：００の番組
Ｐ２を内蔵ＨＤＤ１０１へ録画する旨の情報を含む。
【００４２】
　この場合、制御モジュール６５の録画制御に基づき、チューナ５４ａは、９：００前に
地上デジタル放送の１チャンネルの放送信号を選局し、少なくとも１０：００まで地上デ
ジタル放送の１チャンネルの放送信号を選局し続ける。また、制御モジュール６５の録画
制御に基づき、チューナ５４ｂは、９：００前に地上デジタル放送の３チャンネルの放送
信号を選局し、少なくとも１０：００まで地上デジタル放送の３チャンネルの放送信号を
選局し続ける。これにより、信号処理モジュール５１には、９：００～１０：００の時間
帯に番組Ｐ１の放送信号が入力され、９：００～１０：００の時間帯に番組Ｐ２の放送信
号も入力される。制御モジュール６５の録画制御に基づき、信号処理モジュール５１は録
画動作を開始し、９：００～１０：００の時間帯の番組Ｐ１の放送信号を内蔵ＨＤＤ１０
１へ供給し、内蔵ＨＤＤ１０１は９：００～１０：００の時間帯の番組Ｐ１の放送信号を
記録する。同様に、信号処理モジュール５１は、９：００～１０：００の時間帯の番組Ｐ
２の放送信号を内蔵ＨＤＤ１０１へ供給し、内蔵ＨＤＤ１０１は９：００～１０：００の
時間帯の番組Ｐ２の放送信号を記録する。
【００４３】
　上記したように、重複録画可能条件が満たされていれば、番組Ｐ１及び番組Ｐ２ともに
正しく録画することができる。しかしながら、重複録画可能条件が満たされない場合には
、録画しようとする番組を録画することができない。このような場合には、１又は複数の
録画予約情報を取り消す必要がある。
【００４４】
　次に、図２のフローチャートを参照し、録画予約情報の取り消しを伴う録画予約につい
て説明する。
【００４５】
　録画予約をしようとするユーザは、例えば、リモートコントローラ１７に設けられた番
組ガイドキーを押下する（ＳＴ１１、ＹＥＳ）。これに対応し、映像処理モジュール６２
は番組ガイドを表示するための表示情報を出力し、映像表示器１４は番組ガイドを表示す
る（ＳＴ１３又はＳＴ１４）。
【００４６】
　例えば、録画予約リストに録画予約情報が登録されていない状態であれば（ＳＴ１２、
ＮＯ）、図３に示すように、番組ガイドは、録画予約バーを表示するための２本のレーン
Ｌ１、Ｌ２（空きレーンＬ１、Ｌ２）を含む。本実施形態では、２番組同時録画可能なデ
ジタルテレビジョン放送受信装置について説明するため、レーンの数は２本である。３番
組同時録画可能なデジタルテレビジョン放送受信装置であれば、レーンの数は３本になる
。
【００４７】
　図３に示すように、番組ガイドが空きレーンＬ１、Ｌ２を含むことにより、ユーザは、
前提として２番組同時録画可能であること、及びこれから同時間帯に２番組の録画を予約
することができることを容易に知ることができる。また、２本のレーンＬ１、Ｌ２の間に
は、境界が示されており、これにより、ユーザは、各時間帯において２番組同時録画可能
であることをより明確に認識することができる。
【００４８】
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　映像表示器に番組ガイドが表示された状態で、ユーザが、リモートコントローラ１７に
設けられたカーソル移動キー（十字キー）を押下すると、番組ガイド上のカーソルが移動
する。例えばカーソルが番組Ｂ２を選択した状態で、ユーザが、リモートコントローラ１
７に設けられた決定キーを押下すると、例えば番組Ｂ２の視聴予約又は録画予約を選択す
る画面が表示される。さらに、ユーザが、リモートコントローラ１７を使用し、録画予約
を選択し、録画機器として内蔵ＨＤＤ１０１を選択し、決定すると（ＳＴ１５）、制御モ
ジュール６５は、番組Ｂ２の録画予約情報ＲＢ２を録画予約リストへ登録する（ＳＴ１６
）。
【００４９】
　制御モジュール６５は、録画予約リストを参照し、重複録画予約の有無を判定する（Ｓ
Ｔ１７）。ここでは、重複録画可能条件に違反する重複録画予約の有無を判定するものと
する。重複録画可能条件に違反する重複録画予約の例については後に説明する。重複録画
可能条件に違反する重複録画予約が無ければ、つまり録画できない重複予約が無く（ＳＴ
１８、ＮＯ）、リモートコントローラ１７に設けられた番組ガイドキーが再び押下される
こともなければ（或いはリモートコントローラ１７に設けられた終了キーが押下されるこ
ともなければ）（ＳＴ２９、ＹＥＳ）、番組ガイドの表示状態へ戻る（ＳＴ１３）。
【００５０】
　再び、映像表示器に番組ガイドが表示された状態で、ユーザが、リモートコントローラ
１７に設けられたカーソル移動キー及び決定キーを使用し、番組Ａ３の録画予約を選択し
、録画機器として内蔵ＨＤＤ１０１を選択し、決定すると（ＳＴ１５）、制御モジュール
６５は、番組Ａ３の録画予約情報ＲＡ３を録画予約リストへ登録する（ＳＴ１６）。この
ケースでも、録画できない重複予約は無く（ＳＴ１７）（ＳＴ１８、ＮＯ）、映像処理モ
ジュール６２は番組ガイドを表示するための表示情報を出力し、映像表示器１４は例えば
図４に示すような番組ガイドを表示する（ＳＴ１３）。
【００５１】
　図４に示すように、番組ガイドがレーンＬ１、Ｌ２を含み、レーンＬ１が録画予約バー
ＢＢ２、ＢＡ３を含む。これにより、ユーザは、前提として２番組同時録画可能であるこ
と、番組Ｂ２と番組Ａ３の時間帯にはさらに１番組の録画を予約することができ、番組Ｂ
２と番組Ａ３の時間帯以外の時間帯には２番組の録画を予約することができることを容易
に知ることができる。また、番組ガイド中の番組Ｂ２、Ａ３の夫々の欄には、録画予約さ
れたことを示す録画チェックが表示される。
【００５２】
　再び、映像表示器に番組ガイドが表示された状態で、ユーザが、リモートコントローラ
１７に設けられたカーソル移動キー及び決定キーを使用し、番組Ｂ３の録画予約を選択し
、録画機器として内蔵ＨＤＤ１０１を選択し、決定すると（ＳＴ１５）、制御モジュール
６５は、番組Ｂ３の録画予約情報ＲＢ３を録画予約リストへ登録する（ＳＴ１６）。この
ケースでも、録画できない重複予約は無く（ＳＴ１７）（ＳＴ１８、ＮＯ）、映像処理モ
ジュール６２は番組ガイドを表示するための表示情報を出力し、映像表示器１４は、例え
ば図５に示すような番組ガイドを表示する（ＳＴ１３）。
【００５３】
　図５に示すように、番組ガイドがレーンＬ１、Ｌ２を含み、レーンＬ１が録画予約バー
ＢＢ２、ＢＡ３を含み、レーンＬ２が録画予約バーＢＢ３を含む。これにより、ユーザは
、前提として２番組同時録画可能であること、番組Ａ３と番組Ｂ３の重複時間帯にはもう
これ以上の録画を予約できないこと、番組Ａ３と番組Ｂ３の重複時間帯以外の時間帯には
１番組又は２番組の録画を予約することができることを容易に知ることができる。また、
番組ガイド中の番組Ｂ２、Ａ３、Ｂ３の夫々の欄には、録画予約されたことを示す録画チ
ェックが表示される。
【００５４】
　図６、図７、図８は、内蔵ＨＤＤ１０１に対して番組Ｃ３を録画する録画予約情報ＲＣ
３、ＮＡＳ１０３に対して番組Ｂ２を録画する録画予約情報ＲＢ２、ＵＳＢ－ＨＤＤ１０
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２に対して番組Ｃ６を録画する録画予約情報ＲＣ６、内蔵ＨＤＤ１０１に対して番組Ａ３
を録画する録画予約情報ＲＡ３、及びＵＳＢ－ＨＤＤ１０２に対して番組Ｃ９を録画する
録画予約情報ＲＣ９が設定された状態の番組ガイドの表示例を示す図である。
【００５５】
　ＮＡＳ１０３は、２番組同時録画に対応していない。このため、録画予約情報ＲＢ２の
設定に対応して、図６に示すように、レーンＬ１、Ｌ２の両方に、録画予約バーＢＢ２が
表示される。或いは、図７に示すように、レーンＬ１、Ｌ２の境界を跨いで（境界を消し
て）録画予約バーＢＢ２を表示するようにしてもよい。或いは、図８に示すように、レー
ンＬ１に、録画予約バーＢＢ２を表示し、レーンＬ２には、トーンダウンした録画予約バ
ーＢＢ２’を表示するようにしてもよい。これにより、ユーザは、録画予約情報ＲＢ２の
設定により、もうこれ以上、録画予約を設定することができないことを容易に知ることが
できる。なお、図６、図７、図８に示す番組ガイド中の番組Ｂ２、Ａ３、Ｃ３、Ｃ６、Ｃ
９の夫々の欄には、録画予約されたことを示す録画チェックが表示される。
【００５６】
　なお、図６に示すように、録画予約バーの表示色を変更してもよい。例えば、内蔵ＨＤ
Ｄ１０１を録画先とする情報を含む録画予約情報ＲＣ３、ＲＡ３に対応した録画予約バー
ＢＣ３、ＢＡ３を赤色で表示する。また、ＮＡＳ１０３を録画先とする情報を含む録画予
約情報ＲＢ２に対応した録画予約バーＢＢ２を青色で表示する。また、ＵＳＢ－ＨＤＤ１
０２を録画先とする情報を含む録画予約情報ＲＣ３、ＲＡ３に対応した録画予約バーＢＣ
３、ＢＡ３を緑色で表示する。これにより、ユーザは、録画先の違いを一目で認識するこ
とができる。
【００５７】
　次に、重複録画可能条件に違反する重複録画予約が有る場合、つまり録画できない重複
予約が有る場合の処理について説明する。
【００５８】
　制御モジュール６５が、録画番組Ｐ１に対応した録画予約情報ＲＰ１を録画予約リスト
へ登録したとする（ＳＴ１６）。例えば、録画番組Ｐ１は、地上デジタル放送の４チャン
ネルの９：００～１１：００の番組であるとする。また、録画予約情報ＲＰ１は、録画番
組Ｐ１を内蔵ＨＤＤ１００（第１の番組記憶モジュール）へ録画する情報を含むとする。
制御モジュール６５は、録画予約リストを参照し、録画予約情報ＲＰ１の登録が重複録画
可能条件に違反しない否かを判定する（ＳＴ１７）。違反する場合、つまり録画番組Ｐ１
が録画できない場合には（ＳＴ１８、ＹＥＳ）、制御モジュール６５は、録画予約リスト
から１又は複数の重複録画予約情報を抽出する（ＳＴ１９）。
【００５９】
　例えば、重複録画番組Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５に対応した重複録画予約情報ＲＰ２、Ｒ
Ｐ３、ＲＰ４、ＲＰ５が抽出されたとする。重複録画番組Ｐ２は、衛星デジタル放送の５
チャンネルの９：００～１０：００の番組であるとする。重複録画番組Ｐ３は、地上デジ
タル放送の６チャンネルの９：００～１０：００の番組であるとする。重複録画番組Ｐ４
は、衛星デジタル放送の５チャンネルの１０：００～１１：００の番組であるとする。重
複録画番組Ｐ５は、地上デジタル放送の６チャンネルの１０：００～１１：００の番組で
あるとする。また、録画予約情報ＲＰ２は、録画番組Ｐ２をＵＳＢ－ＨＤＤ１０２（第１
の番組記憶モジュール）へ録画する情報を含むとする。録画予約情報ＲＰ３は、録画番組
Ｐ３を内蔵ＨＤＤ１００（第１の番組記憶モジュール）へ録画する情報を含むとする。録
画予約情報ＲＰ４は、録画番組Ｐ４をＵＳＢ－ＨＤＤ１０２（第１の番組記憶モジュール
）へ録画する情報を含むとする。録画予約情報ＲＰ５は、録画番組Ｐ５を内蔵ＨＤＤ１０
０（第１の番組記憶モジュール）へ録画する情報を含むとする。
【００６０】
　つまり、上記ケースは３番組同時録画を要求していることになり、重複録画可能条件（
２番組同時録画可能）に違反していることになる。
【００６１】
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　映像処理モジュール６２は、録画予約情報ＲＰ１と重複録画予約情報を区別して表示す
るための表示情報を出力し、映像表示器１４は、図９に示すように、録画予約情報ＲＰ１
と重複録画予約情報を区別して表示する（ＳＴ２０）。
【００６２】
　図９に示す重複予約取り消し画面が表示された状態で、ユーザは、リモートコントロー
ラ１７に設けられたカーソル移動キーを押下すると、画面上のカーソルが移動する。例え
ば、カーソルが重複予約取消チェックボックスＣＢ１を選択した状態で、ユーザが、リモ
ートコントローラ１７に設けられた決定キーを押下すると（ＳＴ２１、ＹＥＳ）、制御モ
ジュール６５は、重複予約取消チェックボックスＣＢ１に取消チェックを設定し、重複録
画予約情報ＲＰ２を取消候補に指定する（ＳＴ２２）。また、カーソルが重複予約取消チ
ェックボックスＣＢ１を選択した状態で、再び、ユーザが、リモートコントローラ１７に
設けられた決定キーを押下すると（ＳＴ２１、ＹＥＳ）、制御モジュール６５は、重複予
約取消チェックボックスＣＢ１に設定された取消チェックを外し、重複録画予約情報ＲＰ
２を取消候補から外す（ＳＴ２２）。
【００６３】
　重複予約取消チェックボックスＣＢ２、ＣＢ３、ＣＢ４に対しても、同様の操作で、取
消チェックを設定したり、取消チェックを外したりすることができる。
【００６４】
　制御モジュール６５は、取消候補の指定のたびに、取消候補に指定された重複録画予約
情報の取消を想定し、録画予約情報ＲＰ１に対応した録画番組Ｐ１が録画可能となるか否
か判定する（ＳＴ２３）。同様に、制御モジュール６５は、取消候補の解除のたびに、録
画予約情報ＲＰ１に対応した録画番組Ｐ１が録画可能となるか否か判定する（ＳＴ２３）
。録画番組Ｐ１が録画可能になるまでは、図９の画面中の取消実行アイコンはトーンダウ
ンした状態（inactive状態）となり、この取消実行アイコンを選択することはできない。
さらに、判定の都度、映像処理モジュール６２は判定結果を表示するための表示情報を出
力し、映像表示器１４は判定結果を表示する（ＳＴ２４）。これにより、録画予約追加に
伴う重複録画可能条件に違反したとき（重複予約制限オーバー発生時）に、ユーザは、予
約の取消をシミュレーションすることができ、ユーザの要望を満たす取消作業を実行する
ことができる。
【００６５】
　図１０は、取消候補に指定された重複録画予約の取消を想定した場合に、重複録画可能
条件が満たされ、録画番組Ｐ１が録画可能となる場合の画面表示例を示す図である。録画
番組Ｐ１が録画可能となり（ＳＴ２５、ＮＯ）、図１０の画面が表示されると、図１０の
画面中の取消実行アイコンはトーンアップした状態（active状態）となり、この取消実行
アイコンを選択することができる（ＳＴ２６）。また、カーソルが取消実行アイコンへ自
動的に移動するようにしてもよい（ＳＴ２６）。ユーザが、リモートコントローラ１７に
設けられた決定キーを使用し取消実行を指定すると（ＳＴ２７、ＹＥＳ）、制御モジュー
ル６５は、取消候補に指定された重複録画予約情報の取消を実行する（ＳＴ２８）。
【００６６】
　これにより、重複録画可能条件が満たされ、録画予約情報ＲＰ１に対応した録画番組Ｐ
１が録画可能となる。
【００６７】
　図１１は、上記した録画番組Ｐ１に対応した録画予約バーＢＰ１と、重複録画番組Ｐ２
、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５に対応した録画予約バーＢＰ２、ＢＰ３、ＢＰ４、ＢＰ５との関係を
示す図である。既に、録画予約バーＢＰ２、ＢＰ３、ＢＰ４、ＢＰ５が設定された状態で
、さらに録画予約バーＢＰ１を設定しようとすると、重複録画可能条件に違反することが
分かる。
【００６８】
　次に、図１２～図１４を参照して、録画番組Ｐ１の録画を可能にするための最小数の取
消候補の案内について説明する。
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【００６９】
　図１２は、録画予約バーＢＰ１１、ＢＰ１２、ＢＰ１３が設定された状態で、さらに録
画予約バーＢＰ１を設定しようとして、重複録画可能条件（２番組同時録画可能）に違反
したケースを示す図である。このケースでは、録画予約バーＢＰ１１に対応した録画予約
情報ＲＰ１１を取り消しても、重複録画可能条件は満たされない。このケースでは、録画
予約バーＢＰ１２又はＢＰ１３に対応した録画予約情報ＲＰ１２又はＲＰ１３を取り消し
た場合に、最小数の取り消しで、重複録画可能条件が満たされる。
【００７０】
　よって、制御モジュール６５は、最小数の取消候補に該当する録画予約バーＢＰ１２又
はＢＰ１３に対応した録画予約情報ＲＰ１２又はＲＰ１３を抽出し、録画予約情報ＲＰ１
２又はＲＰ１３の取り消しを推奨する。例えば、映像処理モジュール６２は、録画予約情
報ＲＰ１２及びＲＰ１３に対して取消推奨アイコンを表示するための表示情報を出力し、
録画予約バーＢＰ１１、ＢＰ１２、及びＢＰ１３に対応した録画予約情報ＲＰ１１、ＲＰ
１２、ＲＰ１３が表示された画面上で、録画予約情報ＲＰ１２及びＲＰ１３に対して取消
推奨アイコンが表示される。つまり、前記最小数の取消候補に該当する録画予約情報ＲＰ
１２又はＲＰ１３と該当しない録画予約情報ＲＰ１１とを区別して表示する。
【００７１】
　例えば、録画予約情報ＲＰ１２が取消候補に指定されると、制御モジュール６５は、最
小数の取消候補を再抽出し、映像処理モジュール６２は、再抽出に応じて表示情報を更新
する。このケースでは、録画予約情報ＲＰ１１及びＲＰ１３に対して取消推奨アイコンが
表示される。或いは、録画予約情報ＲＰ１１及びＲＰ１３のどちらを取り消しても重複可
能録画条件が満たされるので、録画予約情報ＲＰ１１及びＲＰ１３のどちらにも取消推奨
アイコンを表示しないようにしてもよい。
【００７２】
　図１３は、録画予約バーＢＰ２１、ＢＰ２２、ＢＰ２３、ＢＰ２４が設定された状態で
、さらに録画予約バーＢＰ１を設定しようとして、重複録画可能条件（２番組同時録画可
能）に違反したケースを示す図である。このケースでは、録画予約バーＢＰ２４に対応し
た録画予約情報ＲＰ２４の取り消しが推奨される。例えば、映像処理モジュール６２は、
録画予約情報ＲＰ２４に対して取消推奨アイコンを表示するための表示情報を出力し、録
画予約バーＢＰ２１、ＢＰ２２、ＢＰ２３、及びＢＰ２４に対応した録画予約情報ＲＰ２
１、ＲＰ２２、ＲＰ２３、ＲＰ２４が表示された画面上で、録画予約情報ＲＰ２４に対し
て取消推奨アイコンが表示される。つまり、前記最小数の取消候補に該当する録画予約情
報ＲＰ２４と該当しない録画予約情報ＲＰ２１、ＲＰ２２、ＲＰ２３とを区別して表示す
る。
【００７３】
　例えば、取消推奨アイコンが表示されていない録画予約情報ＲＰ２１が取消候補に指定
されると、制御モジュール６５は、最小数の取消候補を再抽出し、映像処理モジュール６
２は、再抽出に応じて表示情報を更新する。このケースでは、録画予約情報ＲＰ２４に対
して再び取消推奨アイコンが表示される。
【００７４】
　図１４は、録画予約バーＢＰ３１、ＢＰ３２、ＢＰ３３が設定された状態で、さらに録
画予約バーＢＰ１を設定しようとして、重複録画可能条件（２番組同時録画可能）に違反
したケースを示す図である。このケースでは、午後９：００～午後１０：００、午後１１
：００～午前０：００、及び午後９：００～午後１０：００以外の時間帯で、２番組同時
録画予約が可能であり、第１の番組記憶モジュールが録画先に指定された午後９：００～
午後１０：００の時間帯ではさらにもう１番組録画予約が可能であり、第１の番組記憶モ
ジュールが録画先に指定された午後１１：００～午前０：００の時間帯でもさらにもう１
番組録画予約が可能である。しかし、第２の番組記憶モジュールが録画先に指定された午
後９：００～午後１０：００の時間帯ではもうこれ以上番組録画予約することはできない
。このケースでは、録画予約バーＢＰ３１に対応した録画予約情報ＲＰ３１の取り消しが
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推奨される。例えば、映像処理モジュール６２は、録画予約情報ＲＰ３１に対して取消推
奨アイコンを表示するための表示情報を出力し、録画予約バーＢＰ３１、ＢＰ３２、ＢＰ
３３に対応した録画予約情報ＲＰ３１、ＲＰ３２、ＲＰ３３が表示された画面上で、録画
予約情報ＲＰ３１に対して取消推奨アイコンが表示される。つまり、前記最小数の取消候
補に該当する録画予約情報ＲＰ３１と該当しない録画予約情報ＲＰ３２、ＲＰ３３とを区
別して表示する。
【００７５】
　例えば、取消推奨アイコンが表示されていない録画予約情報ＲＰ３２が取消候補に指定
されると、制御モジュール６５は、最小数の取消候補を再抽出し、映像処理モジュール６
２は、再抽出に応じて表示情報を更新する。このケースでは、録画予約情報ＲＰ３１に対
して再び取消推奨アイコンが表示される。
【００７６】
　以上により、録画予約追加に伴う重複録画可能条件に違反したとき（重複予約制限オー
バー発生時）に、ユーザは、効率よく予約の取消作業を行うことができる。
【００７７】
　制御モジュール６５は、図２に示す録画予約により録画予約リストに登録された録画予
約情報に基づき、チューナ４９ａ、４９ｂ、５４ａ、５４ｂ、５６により目的の放送局か
らの信号を選局し、内蔵ＨＤＤ１０１、ＵＳＢ－ＨＤＤ１０２、ＮＡＳ１０３、ｉ．ＬＩ
ＮＫ－ＨＤＤ１０４に対して、目的の番組を録画する。
【００７８】
　なお、上記したモジュールとは、ハードウェアで実現するものであっても良いし、ＣＰ
Ｕ等を使ってソフトウェアで実現するものであってもよい。
【００７９】
　なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜
組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形
態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み
合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からい
くつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決
でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除さ
れた構成が発明として抽出され得る。
【符号の説明】
【００８０】
　１…デジタルテレビジョン放送受信装置、１４…映像表示器、１５…スピーカ、１６…
操作モジュール、１７…リモートコントローラ、１８…受光モジュール、１９…第１のメ
モリカード、２０…第２のメモリカード、２１…ＬＡＮ端子、２２…第１のＨＤＭＩ端子
、２３…第２のＨＤＭＩ端子、２４…ＵＳＢ端子、２５…ｉ．Link端子、４７…アンテナ
、４８…入力端子、４９ａ、４９ｂ…チューナ、５０ａ、５０ｂ…ＰＳＫ復調モジュール
、５１…信号処理モジュール、５２…アンテナ、５３…入力端子、５４ａ、５４ｂ…チュ
ーナ、５５ａ、５５ｂ…ＯＦＤＭ復調モジュール、５６…チューナ、５７…アナログ復調
モジュール、５８…グラフィック処理モジュール、５９…音声処理モジュール、６０ａ～
６０ｄ…入力端子、６１…ＯＳＤ信号生成モジュール、６２…映像処理モジュール、６３
…出力端子、６４…出力端子、６５…制御モジュール、６６…ＲＯＭ、６７…ＲＡＭ、６
８…不揮発性メモリ、６９…カードＩ／Ｆ、７０…カードホルダ、７１…カードＩ／Ｆ、
７２…カードホルダ、７３…通信Ｉ／Ｆ、７４…第１のＨＤＭＩＩ／Ｆ、７５…第２のＨ
ＤＭＩ Ｉ／Ｆ、７６…ＵＳＢＩ／Ｆ、７７…ｉ．Link Ｉ／Ｆ、１０１…内蔵ＨＤＤ、１
０２…ＵＳＢ－ＨＤＤ、１０３…ＮＡＳ、１０４…ｉ．ＬＩＮＫ－ＨＤＤ
【要約】
【課題】同時録画対応機器と同時録画非対応機器とが選択的に使用可能な録画環境で、録
画予約を追加できるか否かを分かり易く通知する番組録画装置を提供すること。
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【解決手段】本発明の一実施形態の番組録画装置は、複数番組の同時録画に対応可能な第
１の番組記憶部が録画先に指定されたことを示す第１の録画先情報を含む第１の録画予約
情報、及び複数番組の同時録画に対応不能な第２の番組記憶部が録画先に指定されたこと
を示す第２の録画先情報を含む第２の録画予約情報のうちの少なくとも一方を録画予約リ
ストへ登録する登録手段と、前記第１の録画予約情報の録画時間帯には追加録画予約が設
定可能なことを示す第１の録画予約状態を表示し、前記第２の録画予約情報の録画時間帯
には追加録画予約が設定不能なことを示す第２の録画予約状態を表示するための表示情報
を出力する表示情報出力手段と、を備えている。
【選択図】図７

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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